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定例会の概要
平成３０年第１回目黒区議会定例会を、２月２０日(火)から３月２３日（金）までの３２日間の会期で

開催しました。
開会初日には、区長から、住み続けたいまち目黒の実現に向けて今後の区政運営の基本姿勢や平成

３０年度の重要課題に対する基本的な取り組み等について所信表明があり、これを受けて、２月２０日、
２１日の２日間にわたり、各会派から４名の議員が代表質問を行いました。また、引き続き２月２１日か
ら２３日の３日間で、１１名の議員が区政の課題について一般質問を行っています。　
今回の定例会では、議長を除く３３名の議員で構成する予算特別委員会(そうだ次郎委員長、山宮きよ

たか副委員長)を設置し、７日間にわたって平成３０年度目黒区各会計当初予算案を審査しました。
区長から提出された平成３０年度予算案を含む議案２８件は、審議の結果すべて原案どおり可決しました。
陳情は付託した各委員会で審査を行ったものについて３件を採択、３件を不採択とし、３件の撤回を

承認したほか、３件を継続審査としました。
議員提出議案では、「地方消費税の清算基準の見直しに関する意見書」ほか２件の意見書を可決しています。

第1回定例会で審議した議案等
◆区長提出議案

条例………………………………18件
平成２９年度補正予算………… 4件
平成３０年度予算……………… 4件
和解……………………………… 1件
協議……………………………… 1件

◆議員提出議案
意見書…………………………… 3件

◆陳情審査の結果
採択とした陳情………………… 3件
不採択とした陳情……………… 3件
撤回承認した陳情……………… 3件
継続審査とした陳情…………… 3件

詳細は8面に記載しています。

安全・安心をしっかりと支え、明るい未来を開く
平成３０年度予算ほかを可決
（平成３０年第１回定例会）

　目黒区議会では、定例会（２月、６月、９月、１１月の年４回）、臨時会、委員
会（常任委員会、議会運営委員会、特別委員会）の傍聴ができます。傍聴は議
会活動に触れる身近な機会ですので、ぜひおいでください。
　傍聴をご希望のかたは、区議会ホームページや区議会だよりなどで区議
会・委員会の日程をご確認の上、当日、総合庁舎本館５階の区議会事務局に
おいでください。
　申込書に住所・氏名をご記入いただければ、どなたでも傍聴できます。
　当日、撮影や録音を希望する場合は、傍聴手続きの際にお申し出ください。
　なお、傍聴席では飲食禁止や騒ぎ立てる等で議事を妨害しないことなど、
傍聴するにあたって守っていただくことがありますので、ご協力ください。
　＜本会議場での傍聴について＞
　傍聴席の入口は６階にあります。座席の数は５６席です。満員の際は傍
聴をお断りすることがありますので、ご了承ください。

　なお、車椅子のスペースや耳が聞こえにくいかたのための専用イヤホン
の用意がありますので、事務局職員にお申し出ください。
　また、手話通訳を希望されるかたは、傍聴希望日の１週間前までにご連
絡ください。
平成３０年第２回定例会の予定

6月18日（月） 議会運営委員会・本会議（一般質問）
19日（火） 本会議（一般質問）
20日（水） 議会運営委員会・本会議（議案付託）
21日（木） 常任委員会
22日（金） 常任委員会
29日（金） 議会運営委員会・本会議（議案議決）

＊本会議の開会は午後1時、各委員会の開会は午前10時の予定です。

＜問い合わせ＞区議会事務局庶務係　☎03-5722-9413　FAX03-5722-9335

傍聴においでください

請願・陳情の受付についてお知らせします
請願・陳情は区政に関する事柄等について、区民の皆さんが直接、区議会に要望できる制度です。
請願には議員の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は陳情となりますが、目黒区議会では請願と同様に扱います。
受付は常時行っていますが、定例会の会期中の委員会で審査するために、事務の手続き上、会期の約１週間前（区役所が休みの日を除く）までに提出し
ていただいています。この締切日は、めぐろ区議会だより・めぐろ区報・目黒区議会ホームページでお知らせしています。
請願・陳情は直接提出していただくこととしています。郵送によるものは原則として審査を行いません。平成３０年第２回定例会で新たに請願・陳情の
審査を希望される場合は６月８日（金）正午までに提出してください。

＜問い合わせ＞区議会事務局議事・調査係　☎03-5722-9414

東山住区センターを併設した東山小学校ができあがりました。

屋上のプール

小学校正門


